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● 質疑 １ 議事(1)第１号議案 2020年度運動方針（案）について

人事評価制度の昇給区分について、割合が開示されているが、割合ではなく、絶対数（人数）で表現して欲
しい。

〔答弁 １〕
人事評価制度の評価結果の開示について、市労連では、組合員が納得して評価を受けられるよう、透明性が確保

される手法を検討したうえで、必要な情報を開示することを当局に求めてまいりました。
これまでは、「どのような情報の開示が可能か、引き続き研究していきたい。」との回答で、全く評価結果の開示が

ありませんでしたが、継続的な要求・交渉の結果、一部の情報ではありますが、結果の開示がなされたものです。
今回、開示可能な項目として提示があったのは、議案書50ページに記載のとおり、令和２年４月昇給に係る人事

評価による各昇給区分（Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ）の全体に占める割合のみで、絶対数（人数）の開示はありませんでした。
今回の開示は、開示があったことについては一定の評価ができますが、十分な透明性が確保された開示とは言え

ないものです。組合として、特定の職種や職階等により評価結果に偏りが出ていないか検証することができるように、
また、組合員が納得して評価を受けることができるように、今後も引き続き、さらなる情報開示を当局に求めてまいり
ます。

● 質疑 ２ 議事(1)第１号議案 2020年度運動方針（案）について

人事評価制度が適当に機能しているかの検証。実際の評定がＡとＢしかない。

〔答弁 ２〕
今回開示された、令和２年４月昇給に係る人事評価による各昇給区分の全体に占める割合については、割合の表

示基準が示されておらず、Ａ・Ｂ以外の昇給区分の該当者の有無を読み取ることができない不透明なものでした。
答弁１でも記載いたしましたが、今回の開示は、十分な透明性が確保された開示とは言えないものであり、組合と

して、特定の職種や職階等により評価結果に偏りが出ていないか検証することができるように、また、組合員が納得
して評価を受けることができるように、今後も引き続き、さらなる情報開示を当局に求めてまいります。

健康と安全を最優先に考え「書面決議」＆ 2020年度・市労連執行体制一覧

○
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う、現下の情勢を踏まえ定期大会参

加者（代議員）の健康と安全を最優先に考え、当初予定の８月２１日（金曜）
の『第５９回定期大会』については会場への出席不要とし、書面による議決方
式により８月３１日（月曜）開催を致しました。
この間には、通常開催に向けた準備が進められていましたが、国内および

石川県内においても７月下旬から感染拡大の状況がみられ、７月３０日（木
曜）および８月５日（水曜）の２回に亘って市労連執行委員会で協議を行った
結果、様々な職種に跨がる市労連構成４単組（市職・公企労・市従労・市病
労）の組合員の健康と安全および公務への影響に対し、最大限の配慮を行う
必要があると判断し、定期大会の代議員１９４人を集めた通常開催を見送り、
書面による議決方式で開催することを決定いたしました。
今回の第５９回定期大会では、新型コロナウイルス感染拡大による特例の

書面開催を余儀なくされ、やむを得ない事情により"集会形式"での大会およ
び中央委員会等を開催することが困難な状況においても、組合活動を着実且
つ円滑的な推進を図ることが必要不可欠であり、例外的（天災等含む）な場
合においては『書面による大会開催』を認める規定を整備しておくことも重要
な部分としております。
予め各職場から選出された代議員の方々におかれましては、各職場へ送付

させて頂いた書類等に同封された『定期大会議案書』の内容から第１号議案
「２０２０年度運動方針（案）」および第２号議案「２０２０年度一般会計予算
（案）」に加え、第３号議案「金沢市職員労働組合連合会規約の一部改正
（案）」等についての報告に対し、書面議決等賛否・質疑用紙にて各代議員よ
り寄せられました意見・質疑内容等に対する市労連の見解を示した上で、
『２０２０年度運動方針』をはじめとする各議案等への真摯な御意見を頂き、
書面決議にあたっては満場一致で承認・決定を致しました。

橋爪 覚氏（市職委員長）からは、新型コロナウイルス感染症の広がりによって多くの市労連に結集
する仲間が「医療」「福祉」「教育」等で、それぞれの立場で大変な御苦労・御奮闘を続けて来られて
います。全ての働く仲間一人ひとりに対し、心から敬意を表したいと思います。
このような状況から、例年８月に開催している本定期大会については『書面による議決方式』にて

開催する運びとなりました。日程についても、８月５日（水曜）から各職場における代議員選出および
大会役職員候補選出をはじめ、８月１２日（水曜）から議案書および書面議決等賛否・質疑用紙等の
配付を開始（２１日提出締め）し、８月２４日（月曜）より質疑内容および答弁、役員選挙立候補者の確
認作業、８月３１日（月曜）に議案採決となる過密スケジュールで執り行われました。
代議員の皆さまの御理解・御協力により活動報告（総括）・運動方針等に対し、真摯な討議（御意

見）等により、今回は特例での書面開催とはなりましたが、たいへん実り多い大会になったと感じてお
ります。
また、例年５月から６月に実施される"民間給与実態調査"が新型コロナの影響で日程が大幅に遅

れており、人事院勧告についても１０月以降にズレ込む見通しとなっております。新型コロナの影響が
経済にも波及し、景気の悪化も懸念され厳しい状況（内容）も予想されることからも、今後は上部団体
および県内関係団体と連携をしながら『適正な賃金水準の確保』に向けた取り組みを強化すると共
に、市労連構成４単組（市職・公企労・市従労・市病労）が一体となった活動を進めてまいります。
最後に、人事評価制度の評価結果（開示）について、当局側から令和２年４月昇給に係る各昇給区

分の割合が開示されました。これまでの継続的な「要求」「交渉」の成果であり、今後も人材の育成お
よび職員の意欲向上に繋がる制度となるように取り組みを進めていく必要があります。
引き続き、今後も組合活動に対して"心強い"御支援と御協力を宜しくお願い致します。


